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番目に悪く、ひとり親世帯では最悪

こうした子どもの貧困の現状を打開
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「子どもの貧困」
格差社会がもた
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具体的対策を定めた「子供

閣議決定されました。 

子どもの貧困」対策 

、「教育支援」、「生活支援」、

経済的支援」の４つです。

２０１５年度の概算要求は、大

教育支援（３,３３９.７億円）、

３億円）、施策の推進体制

，３４４億円で、大学等

除くと残りは１４８億円

大綱をつくる過程で話し合

児童扶養手当の拡充、給食・

医療費の窓口負担ゼロ、

軽減など貧困家庭の解消に

はすべて見送られました。 
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貧困率の削減の数値目標も明示せず、国の責任に

おいて「子どもの貧困を解消する」決意を明確に

打ち出してはいません。 

２０１６年度の子どもの貧困対策予算は、２０

１５年度と比べて増額となった項目は、児童扶養

手当（第２子、第３子以降加算の増額で約２８億

円）、低所得の多子世帯・ひとり親世帯の保育料保

護者負担の軽減（約２２億円）、高校生等がいる低

所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減する高

校生等奨学給付金（約５２億円増）などに限定さ

れています。 

◆英国ブレア政権は、所得保障などで貧困率低下 

英国では、１９９９年にブレア首相が「２０２

０年までに子どもの貧困を撲滅する」と宣言して、

「公正な社会」の実現をめざします。ブレア政権

は所得保障、親の就労支援、子育て支援を３本柱

に据えて幅広く子どもの貧困対策に取り組みます。

その結果、実際に、１９９７年に３４０万人いた

貧困状態の子どもを２００７年には２９０万人に

減らしました。 

２０１０年に成立した「子ども貧困防止法」は、

大半の人が得られる物や機会を持てない「相対的

貧困」にある子どもの割合を２０２０年までに１

０％未満にすることなど、４項目の数値目標を明

記しています（下表参照）。 

日本の場合、貧困のとらえ方（理解の仕方）は

社会自体が生み出した問題としてではなく、個人

の問題、「自己責任」として捉える傾向が強い。子

どもの貧困率が高くなった背景には、小泉政権に

よる規制緩和による低賃金で不安定雇用の非正規

労働者の増大、離婚によるひとり親の増加などに

よる格差の拡大が上げられます。英国においても、

サッチャーなどの保守党政権の経済政策による失

業率の増加と社会保障費の削減などで貧困率が３

倍増えたといわれます。ブレア政権は「福祉から

就労」として、雇用の確保などを推し進めました

が、韓国・ソウルのパク市長がすすめる「雇用が

最高の成長、最高の投資」という雇用確保拡大―

非正規の正規化の政策に通じるものがあります。 

◆「子どもへの投資」は、雇用への投資と一体に 

貧困問題が親の世代から子の世代へ「貧困の連

鎖」を生んでいることから、深刻な危機として正

面から向き合うことが求められています。 

「現在、６人に１人の子どもが貧困という日本社

会。これを放置すると、年間約40兆円が失われ、

国民一人ひとりの負担が増える」という衝撃的な

データが明らかにされました。そこでは、子ども

の貧困が単なる社会問題にとどまらない、国の財

政問題、存亡にかかわると指摘しています。 

また、５月に経済産業省の若手官僚がまとめた

提言（「不安な個人、立ちすくむ国家」～モデル無

き時代をどう前向きに生き抜くか～）が注目され

ていますが、そこでも「子どもへのケア・教育へ

の投資」を第一に取り上げて、発想の転換を求め

ています。しかし、貧困の連鎖の背景には格差問

題があり、低賃金で劣悪な労働条件の非正規労働

者の増大があるわけですから、それを改善するこ

とのない「改革」は、非正規の固定化とその再生

産、すなわち格差の拡大を生み出すだけです。 

子どもの貧困対策は、あらためてどのような社

会を私たちは求めていくのかを問うものです。 

「公正な社会」に向けたブレア政権による子ど

もの貧困対策から私たちは何を学ぶか。 

あえていえば、非正規の正規化はシェア経済、

弱肉強食ではなく分かち合う経済構造の上でこそ

実現していく。子どもへの投資は、雇用への投資

と一体にすすめていくことが歴史の教訓です。 

英国の『子ども貧困防止法』（骨子） 

◆２０２０年までに次の目標を達成する。 

①子どもの貧困率を１０％未満にする。 

②低所得者(中央値の７０％未満）と物質的剥奪の    

複合状態にある子どもの割合を５％未満にする。 

③２０１０年度の世帯所得の中央値の６０％の金額

を基準とする子どもの貧困率（絶対的貧困率）を、

２０２０年度末までに５％未満にする。 

④相対的貧困の状態が３年以上継続する子どもの割

合を削減する。目標値は２０１５年までに定める。 

※「物質的剥奪」とは、日常生活に必要なものの充足

度を図る指標。 

◆政府は毎年、進行状況を報告する。３年ごとに戦略

を見直す。 

◆政府に助言する「子ども貧困委員会」を設置する。 


